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第１節　宮城県環境基本計画の基本的事項
１　宮城県環境基本計画の役割等

1　宮城県環境基本計画の役割
宮城県環境基本計画は、環境基本条例に基づ

き、本県の良好な環境の保全及び創造に関する総
合的かつ長期的な目標並びに県の施策の大綱を定
めるものであり、目指す将来像を明らかにし、県
民、事業者、民間団体などの各主体が、環境に関
し考え、行動する際の指針となるものです。現行
計画（第４期）は、令和３年３月に策定されまし
た。
宮城県環境基本計画は、環境分野の個別計画に

基本的方向性を与えるものとして策定されてお
り、数値目標や具体的な施策は、これらの個別計
画において定めています。

2　計画期間
令和３年度から令和１２年度までの１０年間

3　目指す環境の将来像
宮城県環境基本計画では、計画の推進により目

指す本県の環境の将来像として、｢豊かで美しい
自然とともに、健やかで快適な暮らしが次世代へ
受け継がれる県土｣と｢持続可能な社会の実現に向
けてすべての主体が行動する地域社会｣を掲げて
います。これは、計画最終年度に向けた目標であ
るとともに、その先も引き続き目指す中長期的な
将来像です。

豊かで美しい自然とともに、健やかで快適な暮らしが次世代へ受け継がれる県土
●私たちの生活は自然環境を礎とした生態系の中で成り立っており、地球温暖化などの気候変動をはじめとする環境課題に取り組
むことが重要です。
●自然災害への耐性や回復力を備えた、強くしなやかな社会を形成するとともに、豊かで美しい自然と共生した、将来にわたり安
心して快適に暮らせる県土を目指します。

持続可能な社会の実現に向けてすべての主体が行動する地域社会
●日常生活や事業活動によって生じる環境への負荷を抑制することが、持続可能な社会の実現のために不可欠です。
●2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロとする目標を掲げ、県民、事業者、民間団体及び行政など地域社会を構成する全ての
主体が、省エネルギー、省資源、自然環境への配慮などに「自分ごと」として取り組み、一人一人が着実に行動する地域社会
の形成を目指します。

＜宮城県環境基本計画の環境の将来像＞

２　将来像実現のための政策と施策項目

第４期計画では、「SDGs（持続可能な開発目
標）」やパリ協定など国内外の動向を踏まえ、新た
に「２０５０年二酸化炭素排出実質ゼロ」を長期目標
に掲げて取り組んでいくほか、「３つの基本方針」
と「４つの政策の柱」を基に、総合的・計画的に
環境政策を推進していきます。

1　将来像を実現するための基本方針
 基本方針１
「震災復興計画」以降の社会・経済の状況を見据
えた新しい宮城の環境の創造
 基本方針２
SDGsや「地域循環共生圏」の考え方を踏まえた、
環境・経済・社会の統合的向上
 基本方針３
気候変動の影響への適応

2　将来像を実現するための政策・施策
 政策１　脱炭素社会の構築 
施策１  地球温暖化対策の更なる推進
施策２  気候変動対策の推進
施策３  徹底した省エネルギーの推進

　施策４  地域に根ざした再生可能エネルギー等の導入・
利活用やエコタウン形成の促進

施策５  水素社会の構築に向けた取組促進
 政策２　循環型社会の形成 
　施策１  ３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の推進に

向けた全ての主体の行動の促進
　施策２  循環型社会を支える基盤の充実
　施策３  廃棄物や循環資源の３Ｒ、プラスチック資源の

３Ｒ+Renewable（再生可能資源への代替）の推
進

　施策４  廃棄物の適正処理
　施策５  公共施設等の適正な維持管理と有効活用









進んだ他、 地熱発電の稼働によ
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２　循環型社会の形成

～宮城県循環型社会形成推進計画～
1　計画の概要
①　位置付け・役割
「循環型社会形成推進基本法」（平成１２年法律第
１１０号）に基づく地域における循環型社会形成推進
計画及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」と
いう。）に基づく都道府県廃棄物処理計画として策
定している計画で、宮城県環境基本計画の個別計
画としての性格を有しているとともに、各市町村
の一般廃棄物処理計画と調和を図りながら、その
区域を越えた広域的事項や技術的知見を含めた県
全体の廃棄物対策の基本計画としても位置付けら
れています。
②　施策展開の考え方
令和３年３月に策定した宮城県循環型社会形成

推進計画（第３期）では、「ステップアップ！みや
ぎの３Ｒ」を基本理念として、本県の廃棄物等を
取り巻く現状を考慮しながら、循環型社会の形成
を一層推進していくため、「全ての主体の行動促
進」、「循環資源の３Ｒ推進」、「循環型社会を支え
る基盤の充実」、「廃棄物の適正処理」を基本方針
に掲げ、施策を展開していくこととしています。
③　計画期間
令和３年度から令和１２年度まで

2　令和６年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
循環型社会形成の状況を表す指標及び計画の最

終目標年度である令和１２年度の基本目標値を次の
とおり定めています。

②　数値目標に係る指標値の状況
計画に係る令和５年度の実績値は次のとおりで

す。産業廃棄物のリサイクル率については目標値
に到達しましたが、それ以外は目標に到達しませ
んでした。

●一般廃棄物関連指標
１人１日当たりごみ排出量は大幅に減少しまし

たが、リサイクル率は減少傾向、最終処分率は横
ばいで推移しています。

●産業廃棄物関連指標
産業廃棄物のリサイクル率は目標値に到達したほ

か、排出量は横ばい、最終処分率はやや改善されま
した。

９１０g／人・日1人1日当たりごみ排出量
３０％リサイクル率
１０.５％最終処分率

１０，０００千t／年排出量
３５％リサイクル率
１％最終処分率

・一般廃棄物

・産業廃棄物

▲図１ー３ー３ー９　一般廃棄物リサイクル率の推移
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▲図１ー３ー３ー１０　一般廃棄物最終処分率の推移
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3　令和６年度に講じた施策
●県民・事業者の廃棄物の３Rに対する意識の醸
成を図るため、啓発活動や環境教育を実施しま
した。

●県内企業の３Rの取組を推進するため、環境産
業コーディネーターを派遣し、情報提供や産
産・産学マッチング支援を行いました。

●若年層の３R定着のために、プラスチックごみ
問題や食品ロス問題を主とした小学生を対象と
した教材を作成し、保護者等とも情報共有でき
るように抽選はがきも付けて、県内全小学校に
配布したほか、廃棄物中間処理施設の見学会を
実施しました。

●グリーン購入促進条例に基づき「宮城県グリー
ン製品」の認定を行い、その利用拡大を促進し
ました。
●動画放映による啓発や、スマートフォン用アプ
リを活用した割引クーポンの発行等、食品ロス

▲図１ー３ー３ー１２　産業廃棄物リサイクル率の推移
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▲図１ー３ー３ー１３　産業廃棄物最終処分率の推移
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▲図１ー３ー３ー１１　産業廃棄物排出量の推移

（千ｔ）

（年度）

産
業
廃
棄
物
排
出
量

10,34310,34310,343

11,99711,99711,997

10,00010,000

10,57610,576
10,93010,930 10,96210,962

10,48610,48610,486
10,24810,248

10,48810,48810,47810,478 10,46810,468

12,23912,23912,239

9,9589,9589,958

11,168

9,000

12,000

11,000

10,000

13,000

H3
0 R1 R2 R3 R5R4H2

7
H2
8
H2
9

R1
2

H2
5
H2
6

H2
4

H2
3

削減の推進に関する取組を実施しました。
●産業廃棄物の３Rを促進するため、事業者等の
設備整備に対する費用助成や産業廃棄物の３R
に関する技術の確立と事業化を目的とした研究
開発に費用助成を行いました。

●廃棄物の適正処理の推進を図るため、排出事業
者・処理業者に対する指導、廃棄物処理施設の
維持管理に関する指導、不法投棄・不適正処理
の根絶のための広報啓発、違反行為の早期発
見・早期対応による被害の拡大防止に努めました。
●不適正処理の未然防止を強化するため、事業者
等へ廃棄物処理制度に関する講習会を実施した
ほか、財政基盤の脆弱性を理由とする不適正事
案を未然に防止するため、事業者の財務状況を
把握する等の指導強化事業を実施しました。

4　現状及び課題
●産業廃棄物は、令和元年度以降、排出量が横ば
い傾向にある一方、リサイクル率は目標値を達
成しており、事業活動における廃棄物の３Ｒが
進んできています。しかし、建設業及び製造業
からの最終処分量が多いことから、目標達成に
向けて、排出量の削減や再資源化に取り組む事
業者への支援を継続していく必要があります。
●廃棄物処理過程の透明性向上に向けたシステム
を検討するなど、産業廃棄物の適正処理の推進
に積極的に取り組む必要があります。
●一般廃棄物の排出量は令和４度から令和５年度
にかけて大幅に減少しましたが、社会情勢によ
る一時的な減少か次年度以降も確認する必要が
あります。  一方、 リサイクル率は後退してお
り、 引き続き、 意識啓発や市町村の各種取組の
支援を継続する必要があります。

5　今後の施策の方向性
●廃棄物処理施設の立入検査時に取り扱う廃棄物
を把握するとともに適切な処理について、指導
等を行います。
●産業廃棄物処理業者や施設・リサイクル関連事
業者等のデータベース化を行い、リアルタイム
での所属間の情報共有化により監視指導の強化
を図り、産業廃棄物処理の透明化を推進します。

●市町村に対する支援を継続的に実施し、３R施
策の充実を目的とした市町村３R連携事業など
を推進します。

●「宮城県食品ロス削減推進計画」の推進に係る
テレビＣＭの放映やパンフレットの活用によ
り、普及啓発を図ります。
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●「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す
る法律」（令和３年法律第６０号。以下「プラス
チック資源循環促進法」という。）の施行に伴い、
より一層のプラスチック廃棄物の削減及び分別

収集による再利用・再資源化の促進のために、
県民を対象とした啓発や市町村等に対する支援
を行います。

３　自然共生社会の形成

～宮城県自然環境保全基本方針及び関連計画～
1　計画の概要
①　位置付け・役割
「宮城県自然環境保全基本方針」は、自然環境保
全条例に基づき、本県の自然環境の保全を図るた 
めの基本方針として定めているものであり、宮城
県環境基本計画の自然環境保全部門の基本方針と
して、本県の自然環境保全に関する施策を長期的
展望に立って総合的、計画的に推進するための中
長期的な運営指針としての役割を果たしていま
す。
②　施策展開の考え方
施策展開の基本的方向性を示すものとして、同 

方針において「健全な生態系の保全と生態系ネッ 
トワークの形成（場の確保）」、「生物多様性の保全 
と自然環境の再生（質の確保）」、「豊かな自然環境 

を次世代に引き継ぐ基盤づくり（主体の確保）」の
３つの基本目標を掲げ、それぞれについて各種計
画、事業により実現を図るものです。

2　令和６年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
●宮城県環境基本計画における、進捗状況の管理
指標としては「豊かな自然環境の保護・保全を
目的とした指定地域の県土面積に占める割合」 
を設定しており、２６%を目標にしています。

②　数値目標に係る指標値の状況
●令和６年度の実績値は２６．２%であり、目標を達
成しています。

3　令和６年度に講じた施策
①　健全な生態系の保全と生態系ネットワークの
形成（場の確保）を目的とした取組

●自然公園及び環境保全地域の保全対策を推進し
ました。
●百万本植樹事業の実施や、みやぎバットの森植
樹祭の開催、里山林協働再生支援事業の促進な
どにより、豊かなみどり空間の保全・創出を図
ることができました。

②　生物多様性の保全と自然環境の再生（質の確
保）を目指した取組
●第１３次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥
獣管理計画の進行管理を行い、野生鳥獣の適切
な保護管理や鳥獣保護思想の普及啓発に取り組

みました。また、傷病鳥獣の野生復帰に取り組
むなど、野生生物保護対策を推進しました。
●生物多様性の重要性について普及啓発を図る
た め、生物多様性に関するフォーラムを開催し
たほか、学校における取組の表彰や学習イベン
トを開催しました。
●伊豆沼・内沼において、生育数が減少している沈
水植物の増殖・移植、湖岸植生保全、水質改善効
果検討、外来生物の駆除、在来生物増加対策及び
エコトーンの造成等を実施し、自然環境保全・再
生を推進しました。

③　豊かな自然環境を次世代に引き継ぐ基盤づく
り（主体の確保）を目指した取組
●森林を利用した自然体験や自然観察の案内を行

令和６年令和５年令和４年令和３年令和２年令和元年平成３０年平成２９年平成２８年平成２７年

１７１，２０１１７１，２０１１７１，２０１１７１，２０1１７１，２０１１７１，２０１１７１，２０1１７１，２０1１７１，１９９１７１，１９９自然公園面積

８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４８，５７４県自然環境保全地域面積

１０，９２３１０，９２３１０，９２３１０，９２３１０，９２３１０，９２３１０，９２３１０，９２３１０，１０１１０，１０１緑地環境保全地域面積

１９０，６９８１９０，６９８１９０，６９８１９０，６９８１９０，６９８１９０，６９８１９０，６９８１９０，６９８１８９，８７４１８９，８７４合計（A）

７２８，２２９７２８，２２９７２８，２２９７２８，２２９７２８，２２２７２８，２２２７２８，２２２７２８，２２２７２８，２２２７２８，２２２県土面積（B）

２６．１９２６．１９２６．１９２６．１９２６．１９２６．１９２６．１９２６．１９２６．０７２６．０７A／B（％）

▼表１ー３ー３ー２　県土面積に占める割合の変遷 面積単位：ha
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う森林インストラクターの養成を行いました。
　また、森林公園の管理を支援する自然環境サ
ポーターの養成を行い、豊かな自然環境を次世
代に継承する人づくりを推進しました。

4　現状及び課題
●宮城を彩る豊かな自然環境については、伊豆
沼・内沼における自然再生事業等を実施し、外
来生物の駆除が成果を上げたり、水生植物の野
生下での復元に成功したりするなど、一部の事
業では在来生物が回復してきているが、カラス
ガイやヌカエビなど個体数の回復には至ってい
ない種もあります。

●みどり空間の保全については、森林所有者の意
欲の減退等から手入れがされていない森林がこ
のまま増加していくと、森林の有する多面的機
能が十分に発揮されない恐れがあります。
●野生生物の保護管理の推進については、生息域
が拡大しているイノシシ及びニホンジカの捕獲
の担い手である狩猟者が不足していることか
ら、農業被害等の対策に加え、狩猟者の確保、
後継者育成が急務となっています。またツキノ
ワグマは、近年、目撃数の増加など人との軋轢
が社会問題となっており、第二種特定鳥獣管理
計画に基づき、個体数の安定的な維持等を図っ
ていく必要があります。
●令和元年東日本台風の影響や新型コロナウイル
ス感染症対策として、各種イベントの中止が余
儀なくされたことにより、活動への参加者数が
減少しています。農業・農村に対する関心の低
下が、農村集落の弱体化や、荒廃農地の増加、

農村固有の伝統・文化の喪失につながる恐れが
あります。

5　今後の施策の方向性
●伊豆沼・内沼においては、引き続き協議会等に
おいて有識者の意見を伺いながら、多様な動植 
物の生息域であるエコトーンの造成をはじめ、
生態系の再生・保全に取り組むとともに、水質
悪化及び浅底化の原因の一つであるハス等の刈
払いを継続して実施します。
●みどり空間を保全するため、関係機関と連携
し、 森林所有者に対し、森林整備に関する各種
事業の広報を行い森林整備の必要性を理解して
もらい、計画的な事業推進に努めます。

●野生生物の保護管理の推進については、令和４
年度から５年間を計画年次とする第１３次宮城県
鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理
計画に基づいて、対象鳥獣に応じた適正な管理
を行います。特にイノシシ及びニホンジカにつ
いては、平成２７年度から実施している指定管理
鳥獣捕獲等事業を活用した個体数調整のほか、
被害防除対策及び生息環境整備を推進するとと
もに、捕獲・防除に関する研修会や狩猟後継者
の育成を行い、生態系の維持及び農業被害等の
軽減を図ります。
●農業体験や田んぼの生きもの調査、土地改良施
設学習会といった地域や学校教育と連携した協
働活動の取組を支援し、農業・農村の魅力を伝
えるとともに、地域環境保全に対する意識の醸
成を図ります。

1　地域戦略の概要
①　位置付け・役割
「生物多様性基本法」（平成２０年法律第５８号） に
基づいて策定した、本県における生物多様性の保
全と、その持続可能な利用に関する中・長期的な
考え方をまとめたものです。
②　施策展開の考え方
「豊かな自然を守り育てる」「豊かな自然の恵み
を上手に使う」「豊かな自然を引き継ぐ」の３つ
を柱としています。
また、地域戦略の取組の進捗状況を管理するた

め、2０２０（令和元）年の第１次改訂より、２０項目
の目標指標を設定しています。

～宮城県生物多様性地域戦略～
③　計画期間
地域戦略は自然に関することを対象にしてお

り、長期的な視点でとらえる必要があることか
ら、計画期間は平成２７年度から令和１６年度までの
２０年間としています。この２０年間は、地域戦略の
策定年次に生まれた子どもたちが成人するまでの
期間です。

2　令和６年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
目指す将来像を「自然に寄り添い、自然と共に

生きるふるさと宮城」としています。これは、現
在の生活の質を保ちながら、自然と共生していく
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ことの大切さを十分理解した上で、身近な自然を
守り、自然の恵みを上手に使うことを想定してい
ます。
②　数値目標に係る指標値の状況
第一次改訂時（２０２０（令和２）年３月）に設定

した２０項目の目標指標について、設定後５か年の
達成状況を評価したところ、１０の目標指標につい
ては目標値を達成、７つの目標指標については目
標値には届かなかったものの、順調に取組が進め
られていました。

3　令和６年度に講じた施策
①　豊かな自然を守り育てる
●自然公園及び県自然環境保全地域等の保全対策
を推進しました。
●オオクチバス等の外来生物の侵入により、在来
生物の生息・成育数が減少しているため、その
生息・生育環境の回復を図りました。
●農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を
図るため、地域内の農業者等が共同で取り組む
地域活動を支援しました。
●県独自の「みやぎの環境にやさしい農産物認証・
表示制度」を活用し、環境にやさしい農業の取
組を支援するととともに、環境保全型農業直接
支払交付金を活用し、生物多様性保全等に効果
のある営農活動を支援し、取組の定着を図りま
した。

②　豊かな自然の恵みを上手に使う
●森林資源を有効に活用するため、「みやぎの木
づかい運動」を実施しました。また、県民の安
全のため、被災した海岸防災林の復旧を図り、
森林の持つ多面的機能の回復に寄与しました。
●社会貢献の一環として森づくりへの参加を希望
する企業等に対して、里山林のあっせん、活動
のコーディネートを行いました。また、「森林
インストラクター」や「自然環境サポーター」
を養成しました。

③　豊かな自然を引き継ぐ
●学校教育において、教科の枠を越えた横断的な
環境学習が展開できる指導計画を作成した他、
自然の家における長期間のキャンプ等の自然体
験を行いました。
●都市と農山漁村とのネットワーク構築や、現地
での交流活動を実施し、関係人口の創出を支援
しました。
●都市住民と農山漁村の住民が、交流行動を行う
「グリーン・ツーリズム」に係る支援を行いま
した。

▲生物多様性フォーラムの様子

4　現状及び課題
２０２２年の生物多様性条約締約国会議で、２０３０年
までに、生物多様性の損失を回復軌道にのせる
「ネイチャーポジティブ」が目標として掲げられた
ことから、令和６年度に本県地域戦略でもこの方
針を反映させ、第二次改訂を行いました。計画の
基本目標はそのままに、「３つの基本方針」の主旨
を拡充し、具体的な取組内容を、「生物多様性の回
復」、「気候変動対策や循環型社会の施策との連携
強化」、「社会経済との連携」、「県民の行動変容」
等を軸に見直しました。

5　今後の施策の方向性
令和６年度に改訂した本県地域戦略に基づき、

関連施策と連携しながら、ネイチャーポジティブ
実現のため県としても積極的に取り組みを展開し
ていきます。また生物多様性フォーラムの開催や
学習イベントの開催等を継続するとともに、効果
的な普及啓発方法について検討していきます。
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４　安全で良好な生活環境の確保

～宮城県自動車交通環境負荷低減計画～
1　計画の概要
①　位置付け・役割
「宮城県自動車交通環境負荷低減計画」は、宮城
県環境基本計画の個別計画に位置付けられ、自動
車交通に伴う環境負荷低減のため、関係行政機関
が連携・協力して各種施策を総合的かつ体系的に
推進するとともに、県民・事業者がそれぞれの立
場で自主的かつ積極的に取り組むための行動指針
を示すものです。
②　施策展開の考え方
施策の展開に当たっては次の事項に配慮するこ

ととしています。
●総合的な取組
関係行政機関が、相互に協力・連携のもと、

地域の実情に合わせて広範な分野の施策を総合
的・効果的に推進します。
●広域的、長期的な取組
自動車が環境負荷の移動発生源であり、自動

車に過度に依存しない地域社会の実現を要する
という特性から、広域的な視点での対策を推進
するとともに、施策の方向性に沿って長期的な
取組を着実に推進します。
●優先的取組
自動車交通公害の著しい地域での具体的な施

策等を優先的に実施します。
●県民・事業者の取組
施策の実施に当たっては、県民・事業者が自

動車交通問題との関わりを認識し、負荷低減へ
積極的に行動することを促進し、学ぶ機会の提
供を図っていきます。

③　計画期間
令和３年度から令和１２年度まで

2　令和６年度における点検評価結果
①　計画の環境目標
次の４つの将来像を目指し、その実現状況を表

すための環境目標を定めています。

また、環境目標を補完する間接目標を以下のと
おり定めています。
●コンパクトで機能的なまちづくりを意識した取
組の促進
●自動車からの排出されるPM２．５の動向把握を
強化した体制の構築

●県内保有車両に対するクリーンエネルギー自動
車の割合５０．１%の達成
●自動車１台あたりのガソリン消費量の３２．４%
（２７２．４L／年）削減
●エコドライブの普及促進
②　数値目標に係る指標値の状況
●二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達成率

平成２６年度以降、目標を達成している状況が
継続されています。

●浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率
平成２７年度以降、目標を達成している状況が

継続されていましたが、令和６年度の環境基準

【目指す将来像】
●自動車に過度に依存しない地域社会
●道路沿線の大気汚染、騒音が改善された地域社会
●環境に配慮した生活、事業活動が普及した地域社会
●環境への負荷の少ない交通インフラが整備された地域
社会

【環境目標】
●二酸化窒素の沿道における環境基準下限値達成率
　…１００％
●浮遊粒子状物質の沿道における環境基準達成率
　…１００％
●微小粒子状物質の沿道における環境基準達成率
　…１００％
●自動車交通騒音の道路に面する地域の環境基準達成率
　…１００％
●自動車からの二酸化炭素排出量の平成２５年度からの
　削減率…１９．６％

▲図１ー３ー３ー１４　自動車排出ガス測定局における
　　　　　　　二酸化窒素環境基準下限値達成率の推移
　　　　　　　（日平均９８％除外値）
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1　計画の概要
①　位置付け・役割
宮城県水循環保全基本計画は、水循環保全条例

に基づき策定されたものであり、本県の恵まれた
水環境を次代へ引き継ぎ、現在及び将来の県民が
豊かな水の恩恵を享受し、快適な生活を営むこと
ができる社会の実現を目指すものです。計画で
は、県内の５流域（南三陸海岸流域、北上川流域、
鳴瀬川流域、名取川流域、阿武隈川流域）ごとに
流域水循環計画を策定することとしています。
②　施策展開の考え方
健全な水循環の保全・改善を目指し、上流から

下流までの流域全体で、県民、事業者、民間団体
及び行政の取組を推進します。また、計画の達成
目標として「清らかな流れ」、「豊かな流れ」、「安
全な流れ」、「豊かな生態系」の４つの要素を設定
し、流域水循環計画は、４つの要素の総合評価が
低い流域から順（鳴瀬川流域、北上川流域、名取
川流域、南三陸海岸流域、阿武隈川流域）に策定
しました。
③　計画期間
令和３年度から令和１２年度まで

2　令和６年度における点検評価結果
①　計画の基本目標
｢健全な水循環を保全する｣ことを目標に、｢清
らかな流れ｣、「豊かな流れ」、「安全な流れ」、「豊か
な生態系」をそれぞれ１０点満点とした場合、県全
体で、それぞれの現況値を維持・向上することと
しています。また、県内を５つの流域に区分し、
流域ごとにその地域特性を考慮しながら、各指標
現況値を維持すること等を目標としています。

●清らかな流れ
水質測定結果をもとに、環境基準を満足した

地点数の割合で評価しており、水質項目は生物
学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量
（COD）のほか、閉鎖性水域の湖沼や海域は全窒
素及び全リンとなり、すべての地点で達成した
場合10点となります。

●豊かな流れ
地下水 涵  養 量（森林の流出係数とのかい離）

かん よう

と正常流量達成率を基に表す指標で、全ての地
域において森林程度の 涵  養 量があり、かつ、河

かん よう

川において必要流量が年間を通して確保されて
いる場合１０点となります。

●安全な流れ
河川整備指標（河川整備が必要な総延長に対

する整備済みの延長の比率）と海岸整備指標（海
岸整備が必要な総延長に対する整備済みの延長
の比率）を基に表す指標で、全ての河川及び海
岸整備が完了した場合１０点となります。
●豊かな生態系
植物環境指標と河川生物生息環境指標により

表すもので、全ての地域で自然豊かな森林を形
成し、かつ、河川に生息する指標種及び重要種
が継続的に確認された場合１０点となります。

②　数値目標に係る指標値の状況
基本目標に係る指標値において、令和６年度の

状況は下記のとおりです。

～宮城県水循環保全基本計画 ～

実績値（点）目標値（点）管理指標

７．８８．７清らかな流れ

８．８８．７豊 か な 流 れ

８．３７．０安 全 な 流 れ

６．６７．３豊かな生態系

5　今後の施策の方向性
「大気汚染」の環境目標達成の継続と「自動車交
通騒音」及び「二酸化炭素排出量削減率」の環境
目標達成に向けて、関係機関と課題の共有及び連
携強化を図り、対策を推進します。さらに、自動
車単体対策、道路構造対策、発生交通量低減対策、
交通流対策、沿道対策、普及啓発、調査研究の７
つの基本的施策を柱とした各種施策により、県
民、事業者、行政機関の連携協力することで、効
果的に自動車交通による環境負荷低減に取り組み

ます。
特に、目標が達成できなかった「自動車交通騒

音」については、引き続き、基準超過路線を踏ま
えながら、路面の平坦性確保や低騒音舗装の敷
設、また必要に応じて遮音壁等の設置や道路の緑
化などの道路構造対策等について対応していきま
す。また、「二酸化炭素排出量削減率」について
は、引き続き、燃料電池自動車の普及のほか、クリー
ンエネルギー自動車の導入促進を図るとともに、エ
コドライブの普及啓発を継続して実施します。
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第３章　宮城県環境基本計画の進捗状況

●「清らかな流れ」の指標は、湖沼や海域など閉鎖
性水域における達成率が低位にとどまっている
ことにより、目標値を達成できませんでした。
●「豊かな流れ」の指標は目標値を達成しました。
●「安全な流れ」の指標は海岸整備が進捗し、目標
値を上回りました。
●「豊かな生態系」の指標は植物等の確認できた種
　が減り、目標値を達成できませんでした。

3　令和６年度に講じた施策
名取川流域及び阿武隈川流域の２流域で流域水
循環計画推進会議（構成機関における取組・活動

の成果の情報共有、意見交換を目的に実施）を開
催し、参加団体の連携・協働の推進を図りました。
また、５つの流域活動団体等の取組状況を取り

まとめた他、宮城県環境情報センターにおける同
資料のパネル展示の実施等の情報共有により各団
体等の水循環保全活動の推進を図るとともに、公
表しました。

4　現状及び課題
水循環の４つの要素から見た現状と課題は下表

のとおりです。

課　　題現　　状４つの要素
○湖沼等への流入負荷量の抑制
○水質汚濁の原因を明らかにして効果的な対策を
推進

○水質は横ばいで推移
○湖沼は達成度が低い状況で推移

清らかな流れ
（水質）

○節水、雨水の有効利用等の取組を継続的に実施
○水利関係者間で円滑な利水調節が行える体制づ
くり

○地下水涵養能力や河川の流量は横ばいで推移
○気候変動の影響により大規模な渇水が発生
する恐れあり

豊かな流れ
（水量）

○水害対策の推進
○雨水の流出抑制による河川への負担軽減
○ソフト対策の推進

○主に海岸堤防の整備が進められている
○近年、洪水や土砂災害が多発

安全な流れ
（治水）

○外来種の駆除や適切な除伐、間伐等による森林
や里山環境、水辺環境の整備・保全

○広葉樹の林齢の増加、水辺・植生の保全等に
よって、自然性の高い状態に推移

豊かな流れ
（生物）

5　今後の施策の方向性
●令和３年度を始期とする宮城県水循環保全基本
計画（第２期）に基づき、４つの要素の目標を達
成するため、水質、水量、治水、生態系に関連する
施策の横断的な連携のほか、山間部、農村部及び
都市郊外部、都市部、海岸部といった上流域から
下流域までの連携を図り、計画を推進します。
●５つの流域水循環計画について、４つの要素に
係る管理指標のほか、流域の特性を踏まえた流
域管理指標を定めて具体的な取組を推進しま
す。
●「清らかな流れ」における閉鎖性水域における
達成率の向上を図るため、松島湾水質モニタリ
ング事業や釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画に
基づく生活排水対策等の各種汚染源に対する規
制や農用地等の面源負荷対策の取組を推進しま
す。
●「豊かな生態系」における植物等の確認種の減
少については、近年の自然災害の影響による一
時的なものと考えられるため、引き続き経過を
見守るとともに、適切な除伐、間伐等による森
林や里山環境、水辺環境の整備・保全の取組を
推進します。

●流域水循環計画推進会議を活用して、民間団体
から情報発信を受けるほか、民間団体間の連携
を通じて、新たな民間団体の発掘や情報発信の
強化を図り、官民一体となった取組を推進する
ほか、県内施設において流域水循環計画の推進
状況を取りまとめた資料の配架、パネル展示等
により意識啓発を図る取組を推進します。
●水生生物調査に係るアドバイザー派遣等の人的
支援及び必要物品の貸出・提供等の物的支援に
よる水生生物調査の包括的な支援を実施し、水
辺環境との触れ合い機会の増進、水資源や水循
環の普及啓発、新たな人材の確保を図る取組を
推進します。
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